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平成27年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）その５ 

平成27年９月８日（火） 

                                           

                                           

○議長（中本正人君）順番10、２番 石橋君。 

〔２番（石橋英和君）登壇〕 

○２番（石橋英和君）よろしくお願いいたし

ます。 

 橋本市最後の開発地、隅田Ａ地区が、この

ほど企業誘致用地として開発される運びとな

ったようであります。市・県・南海の協議が

ほぼ終了し、いよいよ地域住民長年の悲願が

現実のものとなってまいりました。しかし、

その全体像を詳しく伺いますと、資金面もか

なり厳しく、完成までには長期間も要し、何

の問題もなく近年の完成が保証されていると

はなかなか言い切れないようにも思われます。 

 私の今回の一般質問はこの１項目だけであ

りますので、持ち時間にいくらか余裕があり

ますので、当該地区の皆さんの気持ちもお伝

えしながら、この隅田Ａ地区の開発計画の経

緯を振り返ってみたいと思います。 

 さて、この開発の生い立ちを振り返ります

と時代はかなりさかのぼりますが、半世紀近

くも前に、隅田地区で南海電鉄が大量に林野

を買い上げて住宅開発をやろうという壮大な

計画が始まりました。隅田地域といえば農林

業を主体とする土地柄で、先祖から受け継い

だ土地に対する執着はことのほか強く、よく

もこんなに地域面積の何割かというような広

大な土地を買い切ったものだと、当時の事業

推進エネルギーのすさまじさに今さらながら

驚愕いたします。 

 この橋本市空前絶後の開発計画は、その後、

順調に進んでいき、市北部の城山台・三石台

に新住民の入居が始まる頃には、橋本市はも

とより、日本中の誰もが巨大なバブル景気を

本物の経済成長だと思い込んで、さらに、も

う一つ先の夢に向かってアクセルを全開に踏

み込んでいた時代でありました。折しも、今

も政府は地方創生を叫んではいますが、過去

に、こんな田舎町でも景気の過熱のし過ぎを

懸念した時代があったことなど、今の若い人

たちには到底信じられないことでありましょ

う。 

 しかし、結局は、需要の伴わない住宅開発

は、所詮、バブルの申し子であったわけで、

橋本市の住宅開発が隅田地区に移っていった

頃には、販売の勢いに陰りが見え始め、やが

て巨大なバブルは壊れていきました。 

 本市での南海電鉄の一連の開発を大成功だ

ったと絶賛する声は確かにありますが、最後

の仕事がまだ終わっていないこと知る人はそ

んなにはいません。まだ仕上がってもいない

のに幕を引いてもらうわけにはいかないので

あります。山林は手を入れてこそ人に有益な

資源をもたらしますが、放置してしまうと、

逆に、さまざまな害が発生します。それらの

害が発生する前に開発を完成させて、皆さん

と新たな社会インフラを共有しましょうと、

当時、聞かされていたことを思い出します。 

 ところが、現実はそうではありませんでし

た。そこに住んでいた動物たちだけが、この

長い時間、守られた環境の中で、孫、ひ孫の

代を経て、確実にその子孫を繁栄させてきま

した。皮肉にも、この隅田Ａ地区の開発計画

は、イノシシの家族のための開発計画でしか

なかったと言わざるを得ません。 

 きょう、企業側の都合のみで開発予定地を

荒れ果てたままで、半世紀放置されてきた地

区の皆さんがおそろいになりました。いっぱ

い夢物語を聞かされました。もうじきもうじ
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きと言って引き延ばされて、半世紀我慢を強

いられてきた山内・平野、そしてその周辺地

区の人たちであります。きょう、この中に、

当時、土地売買契約書に判を押した方はおら

れないかもしれません。その方の息子さんか、

あるいは、お孫さんかもしれません。確実に

気の遠くなるような時間が流れ去りました。

他地区の開発が続々と完成して、新しい小学

校や保育園ができてくる中、もうすぐできる

と信じて荒れた林野を毎日眺めてきた人たち

であります。 

 私は、この人たちの代弁者として、声を大

にして申し上げますが、今後、橋本市は何ら

かの事態に陥れば、この計画をまた打ち切る

ことをしますか。この地域の人たちのあの苦

しみに、またぞろ見て見ぬふりをする政策を

とりますか。どうかお願いですから、どんな

事態に陥ろうとも、住民の心の叫びを受けと

めていただいて、今度こそ、必ず成功までこ

ぎつけてください。 

 私たちは南海電鉄への要望活動にも疲れ果

ててしまいました。訴訟を打って流れにあら

がうことも、私たちにはできませんでした。

ただ待つことだけしかできなかった住民が、

今ここに来て、初めて口を開いた言葉が「市

長、私たちを助けてください」であります。

私たちは橋本市民であります。他の地区の人

たちのように、広い道路と整備された環境に

隣接して暮らしていきたいのであります。ど

うか市長、私たちを助けてください。 

 今、やっと関係三者の合意が整い、絶望的

だったこの地域の開発に一筋の明かりが見え

てきました。あの南海が金を出しましょうと

言っています。県もその気でいてくれていま

す。ともに、企業誘致を橋本市に提供するた

めに金を出すのであります。これはもう直ち

に行くべきであります。ささいなことにこだ

わってぐずぐずしていたら、全体計画にひび

が入らないとも限りません。本市の事業能力

を疑われかねません。次という機会がもうな

いことを誰もがわかっています。どうか不退

転の決意で、最後のゴールに向かって突き進

んでください。 

 以上お願いをいたしまして、具体的な質問

項目に移らせていただきます。 

 １番、この計画の現時点での進捗状況をご

説明願います。 

 ２番、開発各段階の実施予定時期をお聞か

せ願います。 

 ３番、環境アセスも含め、開発の手続きに

かなりの年月を要するようでありますが、そ

の間、県道のつけかえを先行して実施できな

いでしょうか。 

 以上の点につきまして、ご答弁願います。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君の質問、

あやの台北部企業誘致用地開発に対する答弁

を求めます。 

 企画部長。 

〔企画部長（北山茂樹君）登壇〕 

○企画部長（北山茂樹君）あやの台北部企業

誘致用地の開発についてお答えします。 

 本市では、若者の働く場所を確保し、本市

に定住していただくために、また、本市以外

の地域から本市に定住していただくために、

企業誘致を積極的に進めてきました。 

 特に、京奈和自動車道の供用開始・区間延

伸により、大阪市内、名古屋方面からの本市

へのアクセスが格段に向上したことに加え、

近隣の企業誘致用地に比較して低廉な用地単

価設定により、多くの企業に進出いただいて

います。 

 その結果、本年６月現在では30社と進出協

定を締結し、うち24社が既に操業を開始して

います。また、進出協定は締結していません

が、既に用地を確保した企業が６社あり、今

後協定が締結されますと、総数36社となりま
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す。そのうちでも、特に企業誘致用地として

整備された紀北橋本エコヒルズのうち、紀ノ

光台用地については、企業からの問い合わせ

や引き合いも多く、現在、土地所有者の独立

行政法人都市再生機構が売買契約手続き中の

企業２社と売買が成立しますと、販売可能用

地は１区画を残すのみとなります。 

 このため、本市がさらに企業誘致を積極的

に進めていくためには、新たな企業団地の造

成が必要となり、平成25年３月に、和歌山県・

南海電気鉄道株式会社・橋本市の三者で、あ

やの台北部用地の企業団地造成に向けた基本

協定を締結し、本年３月には企業団地造成事

業の実現可能性を調査するため、基本計画を

策定しました。 

 現時点では、基本計画をもとに、事業実施

に向け、三者で費用負担等の詳細を定める細

目協定の策定途中です。 

 次に、各段階の実施予定時期についてです

が、現時点での実施計画では、細目協定締結

後、環境影響評価法に基づく環境アセスメン

トを実施いたします。期間は、平成27年度か

ら平成30年度の４年間を予定しています。詳

細設計は環境アセスメント実施中に並行して

開始しますが、環境アセスメントの結果を事

業計画に反映させる必要があるため、期間を

要し、平成32年度に完了予定です。その後、

造成工事に着手いたします。 

 最後に、県道御幸辻二見停車場線のつけか

えを先行して実施できないかとのおただしで

すが、あやの台北部用地の企業団地造成計画

において、造成区域内を東西に横断する県道

御幸辻二見停車場線を県が拡幅改修し、企業

団地を南北に縦断する団地内道路と平面交差

する計画があります。 

 道路整備により、地域と企業団地との交通

アクセスが向上することは、地域と企業団地

双方の利便性が向上することと考えますので、

造成区域外の県道整備については、本市建設

部とともに、和歌山県に地元の思いを伝え、

要望してまいりたいと思います。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君、再質問

ありますか。 

 ２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）どうもありがとうござ

います。 

 １番の進捗状況と２番の段階での時期とい

うのが、内容的に類似しておりますので、１

番、２番を一緒に再質問をさせていただきた

いと思います。 

 まず、県・南海と橋本市との基本協定が成

立したというのは、本当に私たち、喜んだわ

けでございますが、その話を聞いてもう２年

がたっておりますし、環境アセスをやれば４

年間かかるんですという説明も、まだ、アセ

スが始まったという話も聞こえてこないわけ

でございますが、まず、今のご答弁をいただ

いて驚くのは、じゃあ、いつできるんだとい

う驚きでありまして、今、工事着手までの32

年に設計が完了して、工事に着手するのがそ

の後というご説明でありますが、この工事、

一括で全工区をやってしまうのか、分割する

のか、分けてやるなら何年何年の２回に分け

て、一括でやるなら、何年間を工事に要して、

結局、工事が終了するまでの時期の説明をい

ただいておりませんので、お願いいたします。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）まず、工事につき

ましては、全体を２期に分けて実施したいと

思います。１期でございますけども、１期工

事につきましては、先ほど32年に詳細設計が

終わって、そこから工事着手ということにな

りますけども、それで行きますと、早ければ、

最短で平成34年から35年にかけて、１期工事

の造成工事が完了するという運びになろうか

と思います。 
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 なので、２期工事については、その後、１

期工事の状況を見て、それから企業誘致への

販売状況を見てかかるということになると考

えます。したがいまして、工事期間中、一部

並行して、２期事業の検討をしていくという

ことになろうかと思います。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）２分割で工事をやると

いうことでありますが、第１期工事はどのよ

うな分割エリアで着手されますか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）当初、第１期工事

につきましては、全体地域を東と西に分けて、

二分割して実施していこうという考えでござ

いましたけれども、基本計画を策定する中で、

その中で実現性の可能性を調査する基本計画

の中で、南側を１期事業として、それから、

北側を２期事業として造成するほうが、造成

工事の効率性、それから、事業費の面におい

ても、実現性が高いというような結果となり

まして、市といたしましては、現在、南側を

１期、それから、北側を２期工事ということ

で、現在、三者と協議しながら進めていきた

いと考えてございます。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）東西に分けるとなれば、

山内・平野の両区が分かれるというふうに判

断されるわけですが、南北に分けるという計

画であれば、とにかく第１期目の工事で、山

内部分、平野の部分、両方が同時着手と、そ

のように解釈してよろしいですか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）はい。南北に分け

るということにつきましては、山内・平野両

区に造成工事がかかっていくということにな

りますし、当然、区域内の県道についても、

その部分については、山内・平野間の部分に

ついてできていくということになろうかと思

います。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）ありがとうございます。 

 そのご説明をいただいて、まず、気になる

のは、第１期工事で、全体計画面積の何割ぐ

らいの着手を考えているのかというところで

ございます。説明をお願いいたします。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）ちょっと面積につ

いて、今、持ち合わせの資料がございません。

後ほど答えさせていただきますけども、事業

費ベースでいきますと、約４割が１期事業に

必要な事業費ということになろうと思います。

したがいまして、面積的にも同じような割合

になろうかと思います。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）第１期で４割ぐらいは

やろうというご説明でございますが、以前に

受けました説明で、仕上がった部分を販売に

かけて、そこから、その資金を残りの工事金

に充てるという計画を聞かせてもらっている

わけですが、それに関しては、今現在もその

ような方針のままでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）もちろん販売によ

って得た収益をもとに、それを財源にいたし

まして２期事業にかかっていくということに

なってこようかと思います。だいたいその一

部、１期事業の完成しなくても、２期事業に

かかる、並行してかかる部分というのは若干

あるわけでございますけども、基本的には、

１期事業の販売実績によって２期にかかって

いきたいと、かように思っております。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）まず気になりますのが、

販売10年先、その頃、順調に売れて資金も入

った上で、残りの部分が開始になりますよと

いうのをもちろん期待するわけでございます
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が、その頃、橋本市の本市の企業誘致があま

りにも、これ、10年と私は思っておりますが、

後で部長、そんなんじゃないと言うんだった

らご訂正いただきたいと思うんですが、私は

10年と考えておりまして、その時点で売れた

資金を次の開発に回すということが心細いわ

けでございます。 

 本当に綱渡りだなというふうに思いますが、

アセスにいたしましても、設計にいたしまし

ても、これはもうちょっと縮められないもの

かというのが、どうしても思ってしまうわけ

でございまして、特に私たちのような民間企

業の飯を食っておった者にしますと、「そんな

もん、買い手がある間に早いこと仕上げて売

ってしまわんと、こんな計画使いものになら

んよ」と、本当に言いたくなるような、心細

い気がいたします。でありますので、まず、

口をついて出るのが、もうちょっと短期間で

やり上げられないのかというのが、確かめた

いところであります。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）環境アセスの法律

によりまして、４年というくくりがあるわけ

でございますけども、これもできるだけ早い

ことしたいということで、市長も先だって、

国の環境省のほうに出向いていただいて、も

ちろん国会議員にもご協力をいただいて、何

とかもう少し短くできないかということの折

衝をしていただきました。国のほうでは、答

えはまだいただいてはいないんですけども、

短くはなる可能性も現在はありますけども、

それでも、１年、２年になるというような考

え方ではないと思います。早くても１年短く

なるぐらいの、４年かかる分が３年で済むと

いうようなことになろうかなと思います。 

 そんな関係で、環境アセスを、できれば早

くできて３年、それから、その環境アセスを

もとに、その結果をもとに、次は詳細設計と

いうことになりますので、それから言います

と、早くて最短で、私が平成34年ということ

を言わせていただきました。工事についても、

少なくとも３年はかかると思います、１期事

業で。それから言いますと、だいたい８年、

８年を見ていただかなければならないと考え

ております。 

 何とか市としても、現在の経済状況がその

まま維持していけば、何とか、できるだけ早

いこと、造成工事をしていきたいんですけど、

こればかりは、工事を１年、２年に短縮する

とかということもできませんし、最小限で約

８年は見ておかなければならないとは思って

ございます。市としても何とかできるだけ早

いことできるよう、最善の努力はしていきた

いと思います。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）部長、怒られるかもわ

かりませんけども、市が何年と言ったら、私

たちは大概それよりまた、結局は、終わって

みたら、もうちょっと遅れているんだろうな

というような、ついつい考えてしまうわけで

ありますが、本当に開発地は、もう現場でブ

ルドーザーが動き出してすりゃ進んでいくの

になと思いながら、環境アセスで４年。 

 これ当初、南海電鉄は住宅開発用地として

の開発許可を得てあったわけで、当然、これ

だけの大きな開発事業だから、アセスはやっ

ておったんでありましょうが、山林の状態と

いうのはその頃と今と、もうそのままの地形

でおるわけで、そのアセスの結果というのは、

今回はもう使えないんですか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）国のほうへもその

ことをお願いいたしました。既に南海電鉄が、

土地区画整備事業として住宅地を開発すると

いうことの中で環境アセスを実施しています

ので、それを利用してもらえないかというこ
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とでお願いもさせていただいたところですけ

ども、国のほうは再度やってもらう必要があ

ると、しなければならないということの、法

的になっておるということでございますので、

一からやり直すという結果となります。でき

たら、何とか前のこともありますので、それ

も踏まえて、とにかく最短にしていただきた

いということも要望しているところでござい

ます。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）完成までこぎつけるに

は、長期間、資金もその都度、準備が必要な

わけですが、県だったり、南海だったり、橋

本市であったりということで、協定が結ばれ

た以上、そのことはもう将来、できなくなっ

たとか、そういうことは考えなくていいんで

ありましょうが、あまりにも期間が長いし、

私ども橋本市は、本当に財政難、これから一

層の財政難に向かっていくわけでありますが、

本市の資金準備なり、あと二者のその辺の確

証といいますか、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）現在、事業実施に

向けた債務協定を三者で協議をしております。

その中で、当然、費用負担についても協議を

進めておるわけでございますけれども、今の

現段階で１期事業とすれば、約57億円必要で

あるという概算額となっています。そのうち、

費用負担でいいますと、現在の段階ですけど

も、南海電鉄が23億円、県と市で17億円ずつ

というようなことで進めてございまして、橋

本市といたしましては、17億円を負担してい

かなければならないということで、現在、企

業誘致の基金につきましても増やしていって

おると。今現在で、ちょっと金額はきちっと

言えませんけど、５億円以上の基金を積み立

ててございます。これはあやの台の北部用地

の開発のための基金でございます。 

 そういうことで、いろいろ補助事業、それ

から、あと、起債等々も使いながら資金を捻

出していくという考え方でございます。 

 もう一個、先ほどちょっと答弁もれがあっ

たんですけども、面積的にいいますと、全体

が約140haです。１期事業といたしましては、

約85haということになります。面積的にはも

う少し、60％ほどになろうかと思います。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）この開発が現実のもの

となりつつあるということで、地元の方とも

お話をさせていただく機会も持ったわけでご

ざいますが、ほかの開発地がやっておった頃、

資金面も潤沢にあって、結構、地元の要望も

いろいろと取り上げてもらえた時代、そうい

うのを見てきているわけですが、今はなかな

かそうもいかないんだろうなということは確

かにおっしゃってくれはおりますが、やはり、

事が始まりますと、ここはまずいんだろうと

か、ここはやっぱり最低限やってもらわない

とというような箇所も発生をしてくるんだろ

うと思います。 

 大概、計画というのは、始まった金額を上

回ってしまうケースがあるわけでございます

が、やはり、どうしても必要な変更分という

ものは、それはやっぱり手当てをしなければ

いけないんだろうとも思いますが、そういう

変更で生じてくる予算、その辺に関してはど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）私が先ほど、１期

事業の全体で57億円ということを言わせてい

ただいたんですけども、これにつきましては、

今の現在での最大限必要な金額で57億円要る

であろうというような試算をさせていただい

ております。今後、資材の高騰とかというこ

とで事業費が上がる可能性もあるんですけど

も、市といたしましては、現在の段階で最大
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限必要となる金額が57億円程度ということで

見込んでおりまして、現在の状況でそのまま

推移すると、補正予算という考え方は持って

おりません。 

 ただし、補正が必要になると、新たな事業

展開がなって、また、事業費が増額するとい

うことになりますと、和歌山県、それから、

南海電鉄、それから、橋本市の三者で協議い

たしまして、それに対しての費用負担割合

等々も協議していくということになろうかと

思います。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）開発の基本計画部分で

の変更というふうにご説明をいただいたよう

でありますが、それ以外の箇所でも、周辺の

部分、箇所において、要望を言ってみろと言

われれば、いっぱい要望としては実際は抱え

ておるわけでございますが、そういった開発

面積外の地区の要望ということに関しては、

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）開発事業に伴って

というのは、当然、その事業の中で処理して

いかなければならないと考えておりますし、

それから、今、南海が全体面積を保有してい

ますので、その中で、地元に対応している草

刈りですとか、その辺につきましても、その

辺の費用負担につきましても、現在債務協定

の中で協議を進めているところでございます。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）南海も県も手ごわいよ

うではありますが、地元住民の気持ちを酌ん

でいただいて、できるだけの必要な分に対す

る対応というのはお願いしたいところでござ

います。 

 それでは、３番目に質問をさせていただき

ました県道のつけかえの点について、これは

言うまでもなく、対象は県道でありますので、

判断を下すのは県であり、金を出すのも県で

ありまして、この市議会の場で答えをくださ

いとはこれは申しませんが、県道が開発区域

にかぶる部分はありまして、県道拡幅は県が

実施する予定になっております。県道整備と

いう県の別の財布から予算をくださいという

ものでありますので、この開発計画、10年先

とか、今、議論をさせていただきましたが、

じゃなくて、県道整備ということで、開発に

先行して実施することは、これは可能じゃな

いかなと考えるんですが、いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）企業誘致の造成区

域内については、県が実施してもらえます。

それについては、造成工事とともにやってい

きますので、先に道路整備だけという話には

なりません。造成工事とともに施工するとい

うことになりますので、区域内の県道の部分

については、先行してという話にはならない

と思います。 

 ただ、区域外のところについては、あくま

でやはり県道でございますので、県が主体性

を持ってやっていただくということになろう

かと思います。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）県へお願いすることで

はございますが、まず、地元、そして、市が

一緒になってお願いして初めて、県も検討し

てもらえるんだろうと思うのでありまして、

市がこの県道の位置がえという地元案を、妥

当なものであると認識しているか否か、お聞

かせ願います。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）先ほども申しまし

たとおり、やはり県道ですので、県が主体性

を持って法線についても考えていくというの

が筋だと思います。 

 いずれにいたしましても、県道を現道拡幅
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するのか、それともつけかえるのかにつきま

しては、地元の関係者、それから、土地所有

者の協力なしでは絶対あり得ないと思います。

私どものほうも、地元の熱意、そういう協力

体制をとっていただけるということでござい

ましたら、何とかつけかえをしてもらえれば

なと思っております。 

 これについても、従来から和歌山県に対し

まして、県道御幸辻二見停車場線につきまし

ては、以前から拡幅要望もしておりますので、

今後も、本市の建設部とともに、県道の改良

を要望していきたいと、地元の意向も伝えて

まいりたいと、かように思ってございます。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君。 

○２番（石橋英和君）もちろん対象となる地

主さん方に、土地収用の了解を得たというも

のでは当然ございませんので、ただ、ちょっ

と話を聞かせていただいた法線は、非常に魅

力のあるいい考えだと私も思っております。

今後できてくる新しい開発地にとりましても、

周辺の旧市街地にとりましても、このつけか

え県道は、非常に有意義に利用価値のあるも

のだと思いますので、今後どうか、この案に

つきましても、もっと地元とも話をしていた

だきまして、でき得るならば、このような新

しい県道でスタートができるようにご協力を

お願いしたいと思います。 

 それでは、市長に一言いただきたくて、市

長用の用意をしていますので、先、そこから

始めさせていただきます。 

 今日の行政施策には、スピード感が不可欠

であります。この企業誘致事業におきまして

も、国内の、また、世界の経済状況に少なか

らずの影響を受けます。今しばらくは、企業

誘致用地の需要が見込まれるようであります

が、いつ、また、国内企業が海外に目を向け

始めるかわかりませんし、まさしく中国発の

経済不況が我が国のささやかな好況を飲み込

んでしまうことも大いに懸念されます。この

事業にそんなに多くの時間を費やすことは危

険であります。早く始めて、早く終わること

が肝要であると考えます。 

 私たち市議会も、本市の企業誘致政策の一

助となるべく、国道371号バイパス促進議員連

盟の結成に向けて、河内長野市議会に対し鋭

意折衝を重ねているところでございます。こ

のたびのあやの台北部開発にあたり、市当局

は、早く決める、早く着手する、早く完成す

るの大原則を貫いていただくよう、しつこく

要望いたしまして、そして、何より、今後こ

の計画にいかなる難問が襲いかかってこよう

が、不退転の決意を持って完成に向かって進

んでいただきますとの、市長のご決意を聞か

せていただいて、私の質問を終わらせていた

だこうと思います。 

 市長、お願いいたします。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）石橋議員の質問にお答

えをします。 

 私も早い期間で、早く仕上げることが一番

ベストだと思っております。企業誘致にも、

そういう話をしてまいりましたけども、やは

り、法律の壁はどうしてもクリアできないと

いう部分もあります。環境アセスについても、

県条例もありまして、県条例すらクリアでき

ない、もっとちっちゃせえよと、県が75ha以

上やったと思うんですけども、そしたら、開

発地をもうちょっとちっちゃして、環境アセ

スせんでもええようにしたらどうやと言うた

んですけども、環境省へ行ってきますと、そ

れはだめですということで、環境省ともお話

をさせていただいて、南海の以前の住宅開発

のときのアセスを使わせてくださいというこ

とで、申し入れはしてあります。その中で、

参考にはしてくれると思うんですけども、期



 

－134－ 

間の短縮というのは、私どもにとっても大切

な問題でありますので、これについては、鋭

意努力をしてまいりたいと思います。 

 第１期工事が57億円、マックスとなってい

ます。この中で企業誘致の事業を、開発事業

を基本的には進めてまいりたいと思っていま

す。地元にたくさんの条件が出てきたとして

も、やはり、この57億円という基本を守らな

いと、オーバーした分、市で負担せよとなる

と、逆に、20億円、25億円になってしまう可

能性があります。現在、そこまで行ってしま

うと、この開発自体、非常に難しい側面があ

るのかなというふうに思っていまして、現状、

先ほど申しましたように、県の基本が南海２

分の１、県と市が４分の１というふうな基本

線がありますので、そこを守っていきながら、

あやの台北部の開発は進めてまいりたいと思

っています。 

 私どもも、長い間待っていただいています

山内・平野区の皆さんの期待に応えられるよ

うに、鋭意、これから努力をしていまいりま

す。これから市としてもやるべきことという

のは、例えば、これから、その事業費の中で、

国庫補助金をどれだけとれるのかというふう

なことを、これから国会議員にも働きかけを

していきたい。10月の29、30と東京へ上京し

ますので、この辺につきましても、国会議員

と、国交省で補助金がつけられるものはない

のかとか、そういうふうなことも、これから

国会議員と話をしながら、いろいろ、今、鶴

保議員にも協力をしていただいていますが、

今後、石田議員、世耕議員に、また、浮島議

員にも協力をしていただきながら、何とか、

この事業が、まず、第１工区について、でき

るだけ早い時期に完成できるように取り組ん

でまいりたいと思います。環境アセスの中で、

設計をこの中へ入れていくというふうなこと

もしながら、取り組んでまいりたいと思って

おりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 そして、県道のつけかえにつきましては、

これは現状では、区内の現道を拡幅するとい

うのが県の考え方でありまして、ここの県道

をつけかえというふうになりますと、逆に、

別で動いたほうが予算がつきやすいのかなと

いうふうに認識しています。企業誘致の中に

入れますと、基本が決まっていますので、そ

れ以外に増えてくるという要素はありません。 

 その中で、やはり、山内・平野地区にとっ

て、この県道はこういうふうにつけかえても

らったほうが機能がいいのやというようなこ

とを、やはり、県のほうへ陳情していただく、

市も協力させていただきますけども、これを

やろうと思ったら、まず、この事業を県に認

めてもらわんとあかんということになります。

そのためには、調査費をつけていくとか、そ

ういうような段階を踏みます。でいきますと、

あまり工事期間が変わらんのと違うかなとい

うふうに認識をしておりまして、市としても、

この部分についても、できるだけの協力をさ

せていただきながら、県議会議員３人おられ

ますし、また、知事と、また、県の整備部長

ともお話をしながら、市としても、地元要望

であるということで進めさせていただきたい

と思います。 

 まだまだこれからスタートするということ

で、まず、第１工区につきましては、間違い

なく事業を進めてまいります。橋本市が事業

主体になりますので、できるだけ、皆さんの

期待に応えられるように、財源確保も含めて

内部で十分協議をしながら、そして、国とも

十分協議をしながら進めてまいりたいと思っ

ていますので、ご了解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（中本正人君）２番 石橋君の一般質

問は終わりました。 
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 この際、２時50分まで休憩いたします。 

（午後２時36分 休憩） 

   

                                          

 


